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令和４年（2022 年）１月 30 日

で
あ
り
、
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ

ス
利
用
者
に
一
律
に
要
介
護
認

定
申
請
を
強
要
し
な
い
こ
と
。

⑸
障
が
い
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

の
再
編
は
期
限
導
入
や
ヘ
ル
パ

ー
利
用
の
制
限
な
ど
、
障
が
い

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
に
重
大

な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
か

ら
、
拙
速
に
進
め
な
い
こ
と
。

▪
１
人
１
台
学
習
用
端
末
環
境

を
継
続
・
発
展
さ
せ
る
た
め
の

財
政
支
援
を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
政
府
及
び
東

京
都
に
対
し
、
今
、
そ
し
て
将
来

を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
ふ
さ
わ

し
い
未
来
へ
の
投
資
と
し
て
、

１
人
１
台
学
習
用
端
末
環
境
の

継
続
・
発
展
に
つ
い
て
次
の
事

項
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
⑴

学
習
用
端
末
を
使
用
す
る
上
で

の
維
持
管
理
に
必
要
な
財
政
支

援
を
す
る
こ
と
。
⑵
通
常
の
授

業
や
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
必
要

と
な
る
機
器
導
入
へ
の
財
政
支

援
を
す
る
こ
と
。
⑶
学
習
用
端

末
の
リ
ー
ス
期
間
終
了
後
の
再

契
約
や
買
換
え
に
当
た
り
財
政

支
援
を
す
る
こ
と
。
⑷
教
育
Ｉ

Ｃ
Ｔ
環
境
へ
の
財
政
支
援
は
、

義
務
教
育
と
い
う
側
面
か
ら

も
、
普
通
地
方
交
付
税
の
交
付

・
不
交
付
を
問
わ
な
い
継
続
的

な
財
政
支
援
と
す
る
こ
と
。

◇
小
笠
原
諸
島
の
海
底
火
山
噴

火
に
よ
る
軽
石
被
害
救
済
を
求

め
る
決
議

　

本
市
議
会
は
、
政
府
に
対
し
、

１
日
も
早
く
小
笠
原
諸
島
の
海

底
火
山
噴
火
に
よ
る
軽
石
の
回

収
・
除
去
を
推
進
す
る
た
め
、

国
の
災
害
復
旧
事
業
に
認
定

し
、
財
政
支
援
を
行
う
よ
う
強

く
求
め
る
。
ま
た
、
サ
ン
ゴ
礁

な
ど
の
自
然
環
境
調
査
や
保
全

へ
の
支
援
、
水
産
業
、
観
光
業

を
は
じ
め
、
影
響
を
受
け
た
産

業
へ
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
を

強
く
求
め
る
。

月
と
す
る
も
の
で
す
。

基
準
の
明
確
化
、
返
還
規
定
の

整
備
等
を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
国
会
に
対
し
、

国
民
の
信
頼
に
応
え
る
べ
く
、

１
日
も
早
く
次
の
事
項
を
取
り

入
れ
た
抜
本
的
な
制
度
改
正
に

取
り
組
む
こ
と
を
強
く
求
め

る
。
⑴
年
度
ご
と
に
領
収
書
等

を
付
し
た
使
途
の
報
告
書
の
提

出
を
義
務
づ
け
、
報
告
書
を
閲

覧
に
供
す
る
こ
と
。
⑵
デ
ジ
タ

ル
に
よ
る
使
途
報
告
と
領
収
書

の
写
し
の
添
付
を
義
務
づ
け
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
広
く
公

開
す
る
こ
と
。
⑶
使
途
基
準
を

明
確
化
す
る
こ
と
。
⑷
目
的
外

支
出
と
年
度
終
了
時
に
残
金
が

発
生
し
た
時
の
返
還
規
定
を
整

備
す
る
こ
と
。
⑸
日
割
り
支
給

に
す
る
こ
と
。

▪
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
か
ら

の
高
齢
者
排
除
を
改
め
る
こ
と

を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
政
府
に
対
し
、

次
の
こ
と
を
強
く
求
め
る
。
⑴

障
害
者
総
合
支
援
法
第
７
条
の

規
定
は
、
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ

ス
が
介
護
保
険
給
付
等
と
二
重

給
付
と
な
ら
な
い
よ
う
調
整
す

る
規
定
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
周

知
徹
底
す
る
こ
と
。
⑵
65
歳
に

年
齢
が
到
達
し
た
障
が
い
福
祉

サ
ー
ビ
ス
受
給
者
に
対
し
、
一

律
に
「
介
護
保
険
優
先
」
と
す

る
取
扱
い
を
是
正
す
る
こ
と
。

⑶
要
介
護
状
態
以
前
の
障
が
い

に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ

ス
が
必
要
な
の
か
、
ま
た
介
護

保
険
給
付
の
自
己
負
担
額
が
ど

の
程
度
に
な
る
の
か
考
慮
す
る

な
ど
、
当
事
者
の
必
要
性
と
意

向
を
尊
重
し
て
障
が
い
福
祉
サ

ー
ビ
ス
利
用
の
継
続
が
で
き
る

こ
と
を
各
自
治
体
の
担
当
部

局
、
関
係
事
業
所
等
及
び
当
事

者
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
⑷

要
介
護
認
定
の
申
請
を
行
う
か

ど
う
か
は
本
人
の
選
択
と
権
利

て
　

指
定
管
理
者
に
、
特
定
非
営

利
活
動
法
人
み
た
か
市
民
協
働

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
指
定
す
る
も

の
で
す
。

◆
禅
林
寺
通
り
第
４
駐
輪
場
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

指
定
管
理
者
に
、
株
式
会
社

ま
ち
づ
く
り
三
鷹
を
指
定
す
る

も
の
で
す
。

◆
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推

薦
に
つ
い
て

　

井
口　

明
子
氏
（
再
任
）

　

鈴
木　

貴
子
氏
（
再
任
）

　

吉
野　

武
門
氏
（
新
任
）

◆
三
鷹
市
議
会
議
員
の
議
員
報

酬
、
期
末
手
当
及
び
費
用
弁
償

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

市
議
会
議
員
の
期
末
手
当
に

つ
い
て
、
令
和
３
年
12
月
の
支

給
率
を
、
現
行
の
２
・
25
カ
月

か
ら
0.1
カ
月
引
き
下
げ
て
２
・

15
カ
月
と
し
、
年
間
支
給
率
を

4.4
カ
月
と
す
る
も
の
で
す
。
ま

た
、
令
和
４
年
度
以
降
は
、
６

月
を
2.2
カ
月
、
12
月
を
2.2
カ
月

と
し
、
年
間
の
支
給
率
を
4.4
カ

◆
令
和
３
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
10
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
10
億
９
千
459
万
４
千

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　

東
京
都
人
事
委
員
会
勧
告
に

伴
い
、
東
京
都
に
準
じ
て
期
末

手
当
の
支
給
率
の
引
き
下
げ
を

行
う
も
の
で
す
。
期
末
手
当
の

支
給
率
に
つ
い
て
は
、
100
分
の

125
を
100
分
の
120
と
し
、
期
末
・

勤
勉
手
当
の
年
間
支
給
率
を
100

分
の
455
か
ら
100
分
の
445
に
引
き

下
げ
る
も
の
で
す
。
な
お
、
特

例
と
し
て
、
令
和
３
年
度
の
期

末
手
当
の
支
給
に
当
た
っ
て

は
、
12
月
期
の
支
給
率
を
100
分

の
115
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促

進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改

正
を
踏
ま
え
、
長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
の
認
定
の
申
請
等

に
係
る
手
数
料
を
改
定
す
る
と

と
も
に
、
共
同
住
宅
の
長
期
優

良
住
宅
の
認
定
方
式
に
つ
い
て

変
更
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備

す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
自
転
車
の
安
全
で
適

正
な
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

禅
林
寺
通
り
第
４
駐
輪
場
を

新
設
す
る
と
と
も
に
、
井
の
頭

第
２
駐
輪
場
を
廃
止
す
る
も
の

で
す
。

◆
三
鷹
市
下
水
道
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

地
方
自
治
法
が
一
部
改
正
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
使
用
料
の

納
付
方
法
に
つ
い
て
、
指
定
代

理
納
付
者
に
よ
る
納
付
を
指
定

納
付
受
託
者
に
よ
る
納
付
に
改

め
る
も
の
で
す
。

議
員
提
出
議
案

補
正
予
算

人
　
事

条
　
例

意
見
書
・
決
議
（
要
旨
）

令和４年４月から市立禅林寺通り第４駐
輪場となるスマート・パーク三鷹駐輪場

◆
令
和
３
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
730
万
円
を
追
加
し
、

総
額
を
180
億
２
千
212
万
７
千
円

と
す
る
も
の
で
す
。

◆
令
和
３
年
度
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
１
億
３
千
807
万
７
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
142
億
１

千
212
万
２
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。

◆
令
和
３
年
度
三
鷹
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
433
万
１
千
円
を
追
加

し
、
総
額
を
44
億
３
千
891
万
８

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
令
和
３
年
度
三
鷹
市
下
水
道

事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

債
務
負
担
行
為
と
し
て
、
下

水
道
長
寿
命
化
事
業
を
追
加
す

る
も
の
で
、
余
裕
期
間
制
度
を

活
用
し
、
年
間
を
通
し
た
工
事

の
平
準
化
を
図
る
も
の
で
す
。

※
議
案
第
68
号　

令
和
３
年
度

三
鷹
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
11
号
）
が
、
議
案
第
63
号　

令
和
３
年
度
三
鷹
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
10
号
）
に
先
立

っ
て
議
決
さ
れ
た
た
め
、
補
正

号
数
に
つ
い
て
、
第
11
号
は
第

10
号
に
、
第
10
号
は
第
11
号
に

そ
れ
ぞ
れ
訂
正
さ
れ
ま
し
た
。

◆
三
鷹
市
川
上
郷
自
然
の
村
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

指
定
管
理
者
に
、
一
般
財
団

法
人
川
上
村
振
興
公
社
を
指
定

す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
市
民
協
働
セ
ン
タ
ー

の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

▪
出
産
育
児
一
時
金
の
増
額
を

求
め
る
意
見
書

　

少
子
化
克
服
に
向
け
、
安
心

し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ

る
環
境
を
整
え
る
た
め
に
は
、

子
ど
も
の
成
長
に
応
じ
た
き
め

細
か
な
支
援
を
重
ね
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
り
、
一
時
金
は

そ
の
大
事
な
一
手
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
少
子
化
対
策
は
、

我
が
国
の
重
要
課
題
の
１
つ
に

ほ
か
な
ら
ず
、
子
育
て
の
ス
タ

ー
ト
期
に
当
た
る
出
産
時
の
経

済
的
な
支
援
策
を
強
化
す
る
こ

と
は
欠
か
せ
な
い
。
よ
っ
て
、

本
市
議
会
は
、
政
府
に
対
し
、

現
在
の
負
担
に
見
合
う
形
に
出

産
育
児
一
時
金
を
引
き
上
げ
る

こ
と
を
強
く
求
め
る
。

▪
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
法

制
化
に
向
け
た
議
論
を
求
め
る

意
見
書

　

国
連
の
女
子
差
別
撤
廃
委
員

会
は
、
日
本
政
府
に
対
し
、
女

性
が
婚
姻
前
の
姓
を
保
持
す
る

選
択
を
可
能
に
す
る
よ
う
再
三

に
わ
た
り
民
法
の
改
正
を
勧
告

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
平
成
27

年
12
月
の
最
高
裁
判
決
に
引
き

続
き
、
令
和
３
年
６
月
の
最
高

裁
決
定
に
お
い
て
も
、
夫
婦
同

姓
規
定
が
合
憲
と
さ
れ
る
一

方
、
夫
婦
の
氏
に
関
す
る
制
度

の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
国
会

で
論
ぜ
ら
れ
、
判
断
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
依
然
と
し
て
国
会
で

の
議
論
は
進
ん
で
い
な
い
状
況

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
市
議
会

は
、
国
会
及
び
政
府
に
対
し
、

選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
法
制

化
に
向
け
た
積
極
的
な
議
論
を

行
う
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

▪
文
通
費
の
使
途
公
開
、
支
出

市
長
提
出
議
案

市
長
提
出
議
案

条
　
例

◆
令
和
３
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
９
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
３
億
１
千
58
万
４
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
762
億
９

千
928
万
６
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。
主
な
内
容
と
し
て
は
、
歳

出
予
算
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
事

業
費
の
増
額
を
行
う
も
の
で

す
。

◆
三
鷹
市
常
勤
の
特
別
職
職
員

の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

一
般
職
職
員
に
対
す
る
東
京

都
人
事
委
員
会
の
勧
告
に
準
じ

た
措
置
を
行
う
こ
と
と
し
、
期

末
手
当
の
年
間
支
給
率
を
100
分

の
450
か
ら
100
分
の
440
に
引
き
下

げ
る
も
の
で
す
。
な
お
、
特
例

と
し
て
、
令
和
３
年
度
の
期
末

手
当
の
支
給
に
当
た
っ
て
は
、

12
月
期
の
支
給
率
を
100
分
の
215

と
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
職
員
の
給
与
に
関
す

第
３
回
臨
時
会

第
４
回
定
例
会

可
決
し
た

　
　

議

案

可
決
し
た

　
　

議

案

円
を
追
加
し
、
総
額
を
773
億
９

千
388
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

主
な
内
容
と
し
て
は
、
歳
出
予

算
に
お
い
て
、
社
会
保
障
・
税

番
号
制
度
推
進
関
係
費
の
増

額
、
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特

別
給
付
事
業
費
の
計
上
を
行
う

も
の
で
す
。

◆
令
和
３
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
11
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
10
億
５
千
263
万
８
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
784
億
４

千
651
万
８
千
円
と
す
る
と
と
も

に
、
債
務
負
担
行
為
の
補
正
を

行
う
も
の
で
す
。
主
な
内
容
と

し
て
は
、
歳
出
予
算
に
お
い

て
、
国
庫
支
出
金
等
超
過
収
入

額
返
還
金
の
増
額
、
社
会
保
障

・
税
番
号
制
度
推
進
関
係
費
の

増
額
、
井
口
特
設
グ
ラ
ウ
ン
ド

土
壌
調
査
関
係
費
の
増
額
、
消

防
事
務
事
業
東
京
都
委
託
関
係

費
の
増
額
、
修
学
旅
行
関
係
費

の
増
額
、
市
債
償
還
元
金
の
増

額
等
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
令
和
３
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
12
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
35
億
８
千
27
万
９
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
820
億
２

千
679
万
７
千
円
と
す
る
と
と
も

に
、
繰
越
明
許
費
の
設
定
を
行

う
も
の
で
す
。
主
な
内
容
と
し

て
は
、
歳
出
予
算
に
お
い
て
、

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す

る
臨
時
特
別
給
付
金
給
付
事
業

費
の
計
上
、
子
育
て
世
帯
へ
の

臨
時
特
別
給
付
事
業
費
の
増
額

を
行
う
も
の
で
す
。

◆
令
和
３
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
１
億
３
千
85
万
４
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
180
億
１

千
482
万
７
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。

指
定
管
理
者
の
指
定


